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【
要
旨
】
（
最
高
裁
「
要
旨
」
よ
り
）

一
動
産
談
渡
担
保
が
同
一
の
目
的
物
に
愈
複
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
場

合
．
後
順
位
誕
波
担
保
椛
苦
は
私
的
災
行
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

二
榊
成
部
分
の
変
動
す
る
集
合
助
瀧
を
Ⅲ
的
と
す
る
対
抗
要
件
を
備
え

た
繊
渡
机
保
の
設
定
荷
が
、
そ
の
Ⅱ
的
物
で
あ
る
助
艦
に
つ
き
通
常
の
憐

業
の
範
朋
を
超
え
る
売
却
処
分
を
し
た
場
合
、
当
該
譲
渡
担
保
の
Ⅱ
的
で

あ
る
集
合
物
か
ら
離
脱
し
た
と
認
め
ら
れ
な
い
限
り
、
当
該
処
分
の
相
手

方
は
目
的
物
の
所
有
権
を
承
継
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

判
例
評
釈

動
産
譲
渡
担
保
の
重
複
設
定
、
劣
後
譲
渡
担
保
権
者
に
よ
る
実
行
及
び
設
定
者
に
よ
る
目
的
物
の
処
分

（
最
高
裁
判
所
第
一
小
法
廷
平
成
一
八
年
七
月
二
○
日
判
決
（
平
成
一
七
㈲
九
四
八
）

民
集
第
六
○
巻
六
号
二
四
九
九
頁
）

田
村
耕
一

［
事
実
の
概
要
】

上
告
人
川
は
、
ブ
リ
・
ハ
マ
チ
・
カ
ン
パ
チ
等
の
養
殖
・
加
工
・
販
売

等
を
梁
と
す
る
株
式
会
社
で
あ
る
。
Ｙ
は
、
次
の
内
容
で
養
殖
魚
を
目
的

と
す
る
集
合
動
産
根
譲
渡
担
保
契
約
を
締
結
し
て
い
た
（
い
ず
れ
も
引
渡

は
占
有
改
定
）
。

・
平
成
一
二
年
六
月
三
○
日
に
飼
料
業
者
ｗ
と
現
在
及
び
将
来
有
す
る
充

掛
債
権
等
一
切
の
債
権
（
極
度
額
二
五
億
円
）

・
同
年
一
二
月
七
日
に
銀
行
⑧
と
現
在
及
び
将
来
有
す
る
一
切
の
俄
権

（
極
度
額
一
○
億
円
）

・
平
成
一
五
年
二
月
一
四
日
に
Ｃ
（
Ｙ
の
順
位
二
番
の
大
株
主
）
と
商
取

引
及
び
金
融
取
引
に
難
づ
く
債
椛
（
極
度
額
三
○
億
円
）
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判例評釈

ｌ｜契約撒一

平
成
一
五
年
四
月
三
○
日
に
Ｙ
は
農
水
産
物
の
商
社
で
あ
る
被
止
告
人

⑪
と
の
間
で
、
①
（
契
約
書
第
一
章
第
一
条
に
よ
る
と
大
手
量
販
店
叩
へ

川
荷
予
定
の
Ｙ
の
所
有
す
る
）
養
殖
魚
（
以
下
「
原
魚
」
と
い
う
）
で
あ

る
叩
漁
場
内
の
特
定
の
二
一
雄
の
生
管
内
の
ブ
リ
一
二
万
五
二
一
二
尾

（
以
下
「
本
件
物
件
ｌ
」
）
を
担
キ
ロ
グ
ラ
ム
對
た
り
六
ｚ
○
円
で
光
却
し

（
各
対
象
生
費
に
Ｘ
が
所
有
瀞
で
あ
る
こ
と
及
び
後
記
預
託
期
間
を
表
示

し
た
明
瞭
な
標
識
を
設
置
す
る
『
売
買
代
金
は
、
Ｙ
の
Ｘ
に
対
す
る
同

日
ま
で
の
債
務
に
充
当
（
対
当
額
に
よ
り
相
殺
）
す
る
こ
と
、
②
Ｘ
は
、

平
成
．
六
年
四
月
三
○
Ⅱ
ま
で
、
預
託
川
原
魚
の
飼
育
管
理
を
Ｙ
に
旗
託

す
る
こ
と
、
③
Ｙ
は
、
Ｘ
か
ら
瓜
託
さ
れ
た
脈
魚
を
買
い
暖
し
（
Ⅸ
鵬
期

側
は
平
成
一
五
年
一
○
月
一
Ｈ
か
ら
平
成
一
六
年
Ⅲ
Ⅱ
二
○
Ⅱ
、
岡
戻
代

金
は
光
り
渡
し
た
孤
託
川
原
魚
の
金
額
に
飼
育
経
費
を
加
算
し
て
算
出
し

た
金
額
「
こ
れ
に
フ
ィ
レ
加
工
を
行
い
Ｘ
に
販
売
し
、
被
上
告
人
は
こ

れ
を
Ｄ
に
販
売
す
る
、
と
の
契
約
（
以
下
「
本
件
契
約
１
」
と
い
う
）
を

締
結
し
た
（
な
お
、
契
約
満
了
日
と
さ
れ
た
平
成
一
六
年
四
月
一
一
一
○
日
に

Ｘ
所
有
の
預
託
用
原
魚
が
残
留
す
る
場
合
は
契
約
を
継
続
す
る
こ
と
、
Ｙ

に
任
意
破
艦
等
の
申
立
が
あ
っ
た
場
合
に
Ｘ
は
契
約
期
間
小
で
あ
っ
て
も

本
件
契
約
１
を
解
除
で
き
る
こ
と
、
Ｙ
が
支
払
不
能
の
場
合
に
Ｘ
は
原
魚

を
第
三
者
に
光
却
す
る
椛
利
を
有
す
る
こ
と
、
が
合
意
き
れ
た
）
。

ま
た
、
同
日
、
Ｙ
は
Ｘ
と
の
間
で
、
Ｙ
の
所
有
す
る
養
殖
ハ
マ
チ
計
二

七
万
二
五
六
六
尾
（
以
下
「
本
件
物
件
２
」
）
を
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
当
た
り

六
五
○
円
で
売
却
し
、
Ｘ
は
第
三
者
へ
の
売
却
を
目
的
と
し
て
、
何
年
上

川
三
．
Ⅱ
ま
で
に
総
て
の
Ⅱ
的
物
を
生
費
か
ら
移
助
す
る
も
の
と
し
、
Ｙ

は
総
て
の
Ⅱ
的
物
が
移
動
す
る
ま
で
Ｘ
に
代
わ
り
飼
育
を
行
う
、
と
の
契

約
（
以
下
「
本
件
契
約
２
」
と
い
う
）
を
締
結
し
た
。
（
契
約
書
第
一
章

第
一
条
に
は
単
に
Ｙ
所
有
の
ハ
マ
チ
を
売
却
す
る
と
記
さ
れ
て
お
り
、
契

約
時
に
は
叩
漁
場
に
格
納
さ
れ
て
い
た
ｃ
）

Ｙ
は
、
平
成
一
孤
年
七
月
三
○
Ⅱ
、
火
Ⅸ
地
裁
に
比
Ⅲ
Ⅳ
唯
手
続
側
始

を
申
立
て
、
同
年
八
月
四
日
に
何
冊
始
決
定
さ
れ
た
。

Ｘ
は
Ｙ
に
対
し
、
本
件
契
約
１
及
び
２
に
よ
り
本
件
各
物
件
の
所
有
権

を
取
得
し
た
と
し
て
、
所
有
権
に
基
づ
く
本
件
各
物
件
の
引
渡
し
を
求
め

た
。
こ
れ
に
対
し
Ｙ
は
、
⑪
）
本
件
各
契
約
は
譲
渡
担
保
契
約
と
解
す
べ
き

で
あ
る
、
②
本
件
行
契
約
に
先
立
っ
て
Ａ
・
Ｂ
及
び
Ｃ
が
本
件
各
物
件
を

含
む
鍵
航
魚
に
つ
い
て
本
件
名
瀬
波
担
保
の
設
定
を
受
け
対
抗
要
件
を
傭
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Ｃ Ｂ 八
契
約
樹

Ａ
と
Ⅲ
じ

甲
の
生
賛
内
の
鍵

殖
魚
全
部

叩
・
乙
・
他
の
漁

場
の
生
賓
内
に
存

す
る
Ｙ
所
有
の
鍵

殖
魚
全
部

係
Ⅱ
的
物

’
当
然
の
用
法
で
日
的
物
を
無
償
使
川

・
務
脊
注
意
義
務

．
Ⅱ
的
物
を
無
償
使
川

・
飼
育
生
産
管
理

・
通
常
の
営
業
の
た
め
に
第
三
者
に
適
正
な
価
格

で
譲
渡
可

・
第
司
肴
に
譲
渡
さ
れ
た
養
航
魚
は
頴
渡
担
保
の

Ⅱ
的
物
か
ら
除
外

，
縦
波
後
は
速
や
か
に
新
た
な
碇
航
瓜
を
生
欝
に

齢
入
し
補
充
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え
て
い
る
以
上
、
Ｘ
は
即
時
取
得
の
要
件
を
満
た
さ
な
い
限
り
本
件
各
物

件
の
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
な
ど
と
主
張
し
た
。

第
一
群
（
宮
崎
地
裁
日
南
支
部
判
平
成
一
六
年
一
月
三
○
日
、
金
融
・

商
躯
判
例
一
二
四
八
号
三
七
頁
）
は
、
「
本
件
契
約
１
及
び
本
件
契
約
２

に
関
す
る
各
契
約
辨
の
記
救
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
本
件
契
約
１
及
び
本
件

契
約
２
が
、
い
ず
れ
も
売
買
契
約
の
内
容
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
認
め
る

の
が
相
当
」
と
し
た
上
で
、
一
Ａ
が
占
有
改
定
に
よ
り
本
件
物
件
の
引
き

渡
し
を
受
け
た
後
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
が
本
件
物
件
の
所
有
椎
を
取
得
す
る

た
め
に
は
、
本
件
物
件
を
民
法
一
九
二
条
に
よ
り
即
時
取
得
す
る
し
か
な

い
と
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
Ｘ
は
、
即
時
収
得
の
主
張
を
し
て
い
な
い
（
そ

も
そ
も
、
本
件
物
件
は
、
現
在
も
叩
漁
場
の
養
殖
生
賢
内
に
格
納
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
が
、
本
件
物
件
を
即
時
取
得
す
る
余
地
は
な
い
）
。

｜
と
し
た
。
ま
た
、
Ｘ
の
「
染
合
物
譲
渡
担
保
設
定
薪
で
あ
る
Ｙ
は
、
通

常
の
営
業
の
範
朋
内
で
Ｈ
的
物
を
売
却
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

そ
の
Ｙ
の
売
却
処
分
の
結
果
、
集
合
物
の
範
囲
を
脱
す
れ
ば
、
処
分
さ
れ

た
目
的
物
の
繊
渡
担
保
権
は
消
滅
し
、
譲
渡
担
保
権
の
制
約
は
な
く
な
り
、

そ
の
撹
主
で
あ
る
Ｘ
が
所
有
肴
と
な
る
」
と
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
「
Ｙ

が
本
件
物
件
を
処
分
し
た
結
果
、
本
件
物
件
が
集
合
物
の
範
囲
を
脱
し
て

い
る
の
で
あ
れ
ば
、
本
件
物
件
は
Ａ
の
前
記
集
合
物
根
縦
波
担
保
権
の
Ⅱ

的
物
で
は
な
く
な
る
こ
と
に
な
る
が
、
本
件
物
件
は
、
現
在
も
甲
漁
場
の

養
殖
生
賛
内
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
物
件
は
、
未
だ
集
合
物

の
範
囲
を
脱
し
て
お
ら
ず
、
前
記
集
合
物
根
譲
渡
担
保
樋
の
目
的
物
で
あ

る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
し
て
採
用
し
な
か
っ
た
。
Ｘ
が
控
訴
。

原
審
（
禍
岡
高
裁
宮
崎
文
部
判
平
成
》
七
年
一
月
二
八
Ⅱ
、
金
融
・
商

事
判
例
一
二
四
八
号
三
一
一
一
頁
）
は
、
「
本
件
契
約
は
、
形
式
上
、
、
Ｙ
か

ら
Ｘ
に
対
す
る
本
件
物
件
の
売
渡
し
、
③
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
対
す
る
本
件
物
件

の
飼
育
管
理
の
預
託
（
委
託
「
⑥
一
定
期
間
経
過
後
に
お
け
る
Ｘ
か
ら

Ｙ
に
対
す
る
本
件
物
件
の
元
戻
し
の
各
合
意
か
ら
な
る
契
約
と
解
さ
れ
る

と
こ
ろ
、
こ
の
う
ち
、
、
の
合
懲
に
雄
づ
い
て
発
生
す
る
売
買
代
金
債
務

そ
れ
同
体
は
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対
す
る
既
存
の
悩
務
と
の
消
算
（
相
殺
）
に
よ

り
、
い
っ
た
ん
消
滅
し
、
そ
の
後
、
叩
の
合
意
に
よ
り
、
双
方
に
新
た
な

債
務
（
Ｙ
の
売
買
代
金
支
払
債
務
及
び
Ｘ
の
本
件
物
件
移
転
債
務
）
を
発

生
さ
せ
る
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
本
件
契
約
は
、
、
、
即
の
介

意
部
分
は
、
再
売
買
類
似
の
契
約
で
あ
り
、
、
の
合
意
は
、
元
間
契
約
と

解
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
件
契
約
は
、
Ｙ
を
虎
宅
、
Ｘ
を

岡
主
と
す
る
本
件
物
件
の
売
買
契
約
を
本
体
と
し
て
こ
れ
を
含
む
契
約
と

認
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
、
譲
渡
担
保
権
股
定

契
約
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
と
し
た
上
で
、
⑪
譲
渡
拠
保
椛
苛

は
清
算
手
続
を
経
て
初
め
て
所
有
樅
を
確
定
的
に
取
得
す
る
、
〈
⑭
商
仙
に

対
す
る
集
合
動
産
譲
渡
担
保
に
つ
い
て
は
制
約
す
る
合
意
規
定
が
な
い
限

り
設
定
者
独
自
の
判
断
で
通
常
の
営
業
の
範
囲
内
に
お
い
て
第
三
者
に
対

し
て
売
却
す
る
権
限
を
留
保
し
て
い
る
も
の
と
解
す
べ
き
、
と
示
し
て
、

「
譲
渡
担
保
殺
定
昔
に
お
い
て
譲
渡
担
保
の
Ｈ
的
物
を
通
常
の
常
業
の
範

囲
内
で
第
三
者
に
売
却
す
る
こ
と
が
許
秤
さ
れ
て
い
る
集
合
動
瀧
譲
渡
担

保
椎
に
あ
っ
て
は
、
譲
渡
担
保
の
目
的
物
の
売
却
に
よ
り
そ
の
所
有
権
を

第
三
者
に
確
定
的
に
移
転
取
得
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
物
椛
的
地
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Ｍ１例評釈

【
判
旨
］
｜
部
破
棄
自
判
、
一
部
破
棄
差
戻

「
本
件
契
約
ｌ
に
お
い
て
は
、
Ｙ
か
ら
Ｘ
へ
の
原
魚
の
売
却
と
同
時
に
、

Ｘ
か
ら
Ｙ
へ
の
原
魚
の
預
託
が
行
わ
れ
る
た
め
、
契
約
時
に
目
的
物
に
対

す
る
直
接
の
占
有
は
移
転
せ
ず
、
Ｙ
が
原
魚
の
飼
育
管
理
を
継
続
し
て
行

う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
当
初
の
原
魚
の
売
買
代
金
は
、
Ｘ
の
Ｙ
に

対
す
る
既
存
の
債
権
に
充
当
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
現
拠
の
代
金
の

授
受
は
行
わ
れ
な
い
こ
と
、
脈
魚
を
現
爽
の
商
仙
と
し
て
第
式
諦
に
版
光

し
よ
う
と
す
る
際
に
は
、
い
っ
た
ん
Ｙ
が
Ｘ
か
ら
側
い
灰
し
た
ｆ
、
改
め

て
Ｙ
か
ら
Ｘ
に
対
し
、
川
Ⅸ
砧
と
し
て
販
允
す
る
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、

火
賦
的
に
は
、
こ
の
川
Ⅲ
販
光
代
金
と
の
梢
算
を
も
っ
て
、
Ｘ
の
Ｙ
に
対

す
る
既
存
の
価
椛
の
Ｎ
収
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
、
Ｙ
が
支
払
不

能
に
な
っ
た
場
合
に
は
、
Ｘ
が
原
魚
を
第
莨
打
に
光
却
す
る
こ
と
で
、
止

腿
悩
椛
の
Ⅲ
収
が
川
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
点
に
照
ら
せ
ば
、
本
件
契
約
ｌ
は
、
そ
の
Ⅱ
的
物
を
止
記
悩
椛
の
祖

位
が
設
定
背
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
解
き
ざ
る
を
得
ず
、
…
…
Ｙ

か
ら
本
件
物
件
を
Ｈ
い
受
け
た
Ｘ
は
、
Ｙ
が
ｈ
す
る
上
腿
物
権
的
地
位
、

す
な
わ
ち
、
本
件
物
件
の
所
行
樵
を
Ｘ
に
確
定
的
に
移
蛎
収
榔
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
物
椛
的
地
位
に
雌
づ
き
、
本
件
物
件
の
所
打
椛
を
承

継
取
得
し
た
も
の
と
解
す
る
の
が
机
当
で
あ
る
ｃ
」
と
し
て
、
Ａ
・
Ｂ
．

Ｃ
の
先
行
す
る
識
渡
担
保
樅
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
Ｘ

の
所
有
椎
に
雄
づ
く
引
渡
附
求
に
対
す
る
所
有
権
喪
失
の
抗
弁
た
り
得
ず
、

主
張
同
体
失
当
で
あ
る
と
し
た
。
Ｙ
が
化
併
。

り１１$なＩいす机波比の定定らよ及１V|：るをｊＲｎも本保
充収いにとる保拠DII私すき、るびｉ賀旨述がの件と
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約
１
に
つ
き
、
原
判
決
を
破
棄
）

「
本
件
契
約
２
が
磯
渡
担
保
契
約
で
あ
る
と
解
す
べ
き
根
拠
は
な
い
か

ら
、
以
下
、
こ
れ
が
典
正
な
充
貿
契
約
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
Ｘ
が
本

件
契
約
２
に
雑
づ
い
て
本
件
物
件
２
の
所
有
樅
を
収
得
し
た
と
い
え
る
か

ど
う
か
、
検
肘
す
る
。
柵
成
部
分
の
変
勅
す
る
災
介
助
藤
を
Ⅱ
的
と
す
る

識
渡
担
保
に
お
い
て
は
、
集
合
物
の
内
容
が
銀
波
担
保
設
定
者
の
営
業
活

勤
を
通
じ
て
当
然
に
変
肋
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

譲
渡
担
保
設
定
者
に
は
、
そ
の
通
常
の
営
業
の
範
岡
内
で
、
纐
渡
担
保
の

目
的
を
櫛
成
す
る
動
産
を
処
分
す
る
楡
限
が
付
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
椛

限
内
で
さ
れ
た
処
分
の
相
手
方
は
、
当
該
動
産
に
つ
い
て
、
譲
渡
担
保
の

拘
束
を
受
け
る
こ
と
な
く
確
定
的
に
所
有
権
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
…
…
他
方
、
対
抗
要
件
を
備
え
た
集
合
動

産
譲
渡
担
保
の
設
定
者
が
そ
の
目
的
物
で
あ
る
動
産
に
つ
き
通
常
の
営
業

の
範
附
を
超
え
る
光
却
処
分
を
し
た
場
合
、
当
該
処
分
は
上
腿
権
限
に
韮

づ
か
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
、
譲
渡
担
保
契
約
に
定
め
ら
れ
た
保
管
場
所

か
ら
搬
川
さ
れ
る
な
ど
し
て
当
該
狼
渡
担
保
の
Ⅱ
的
で
あ
る
災
合
物
か
ら

離
脱
し
た
と
腿
ぬ
ら
れ
る
場
合
で
な
い
限
り
、
当
該
処
分
の
相
手
方
は
Ⅱ

的
物
の
所
有
楡
を
承
継
取
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
本
件
物
件
２
が
本
件
各
醗
渡
担
保
の
Ⅱ
的
で
あ
る

災
合
物
か
ら
離
脱
し
た
と
解
す
べ
き
瓢
悩
は
な
い
か
ら
、
被
上
告
人
が
本

件
契
約
２
に
よ
り
本
件
物
件
２
の
所
打
椛
を
蠣
継
取
得
し
た
か
ど
う
か
を

判
断
す
る
た
め
に
は
、
本
件
契
約
２
に
よ
る
本
件
物
件
２
の
売
却
処
分
が

上
行
人
の
通
常
の
懲
鐇
の
範
洲
内
の
も
の
か
ど
う
か
を
確
定
す
る
必
要
が

付
記
Ｙ
は
、
本
判
決
と
は
別
の
飼
料
会
社
〃
と
の
Ⅲ
に
お
い
て
も
平

成
一
八
年
一
二
月
一
一
一
一
Ⅱ
に
合
意
さ
れ
た
本
判
決
と
Ｎ
様
の
契
約
に
つ
き
争
っ

て
お
り
、
Ｚ
の
主
位
的
調
求
は
所
有
権
に
雌
づ
く
物
件
の
引
渡
、
予
備
的

禰
求
は
飼
料
代
金
脳
求
椛
が
．
股
先
取
特
椛
又
は
共
益
悩
権
に
刈
る
と
の

主
張
で
あ
っ
た
。
こ
の
訴
に
つ
き
、
最
高
裁
第
一
小
法
廷
は
本
判
決
と
同

Ⅱ
付
で
、
⑪
Ⅱ
的
物
の
応
接
占
有
が
移
転
し
て
な
い
こ
と
、
②
Ⅶ
初
の
腕

魚
の
売
買
代
金
は
Ｚ
の
Ｘ
に
対
す
る
既
存
の
債
権
に
充
当
す
る
こ
と
、
②
一

Ｗ
充
貿
に
お
い
て
原
価
に
年
四
・
七
五
％
の
金
利
を
乗
じ
た
額
が
加
算
ざ

れ
光
買
代
金
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
、
⑳
）
Ｘ
に
信
用
不
安
が
生
じ
た
場
合
に

Ｚ
が
目
的
物
を
処
分
し
う
る
こ
と
、
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

磯
波
拠
保
契
約
と
解
す
る
の
が
相
野
で
あ
る
と
し
て
、
主
位
的
耐
求
は
棄

却
、
予
備
的
請
求
は
差
戻
の
判
断
を
下
し
て
い
る
（
平
成
一
七
年
圏
第
二

八
冤
胱
、
以
下
「
側
述
判
決
一
と
い
う
〉
。
な
お
、
側
述
判
決
の
第
韮
群

（
宮
崎
地
裁
Ⅱ
南
文
部
判
平
成
一
六
年
六
Ⅱ
一
・
Ｈ
、
金
融
・
商
事
判
例

ゴ
□
三
一
号
兀
川
瓦
）
は
光
岡
契
約
と
魁
だ
し
た
ｆ
で
承
継
取
伜
は
認
め

な
か
っ
た
が
予
備
的
錨
求
を
翅
存
し
、
隙
群
（
禍
岡
衛
奴
禰
崎
文
部
判
平

成
エ
ハ
年
一
○
Ⅱ
二
九
Ⅱ
、
金
融
・
商
躯
判
例
一
二
一
渇
け
Ⅲ
五
頁
）
は
、

本
判
決
の
原
稀
と
何
様
の
判
断
に
よ
り
弧
渡
担
保
契
約
で
は
な
く
允
凹
契

約
で
あ
る
と
し
て
、
Ｘ
の
所
有
椎
の
承
継
取
得
（
各
魏
渡
担
保
樅
の
負
担

》一

付
）
を
ｈ
定
し
て
い
た
。

あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
ｃ
」
（
本
件
契
約
２
に
つ
き
、
売
却
処
分
が
通
常

の
櫛
業
の
範
川
内
の
も
の
か
確
定
し
て
い
な
い
と
し
て
艦
灰
）
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判例評釈

【
研
究
］

｜
本
判
決
に
お
け
る
問
題
点

本
判
決
及
び
関
述
判
決
に
つ
い
て
は
、
既
に
幾
つ
か
の
評
釈
が
あ
り
、

の
譲
渡
担
保
と
し
て
認
定
さ
れ
る
基
準
（
真
正
譲
渡
と
の
違
い
「
②
譲

渡
担
保
の
砿
複
設
定
の
可
否
及
び
劣
後
す
る
譲
渡
担
保
椛
者
の
実
行
の
可

否
、
③
集
合
動
産
瀧
渡
担
保
の
目
的
物
の
処
分
（
通
常
処
分
と
不
適
正
処

分
）
及
び
即
時
取
得
．
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

の
の
譲
渡
担
保
か
真
正
綾
渡
か
の
判
断
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
に
よ
る

と
、
契
約
（
譜
）
の
形
態
を
問
わ
ず
、
①
目
的
物
の
占
有
、
一
②
（
被
担
保
）

債
椛
の
存
在
、
③
受
民
権
（
本
件
で
は
買
展
）
、
⑳
支
払
不
能
時
に
目
的

物
充
却
に
よ
り
債
椛
回
収
に
充
て
る
こ
と
、
が
契
約
当
事
者
で
は
な
い

「
裁
判
所
」
に
よ
っ
て
「
見
川
さ
れ
れ
ば
」
、
繊
渡
担
保
と
し
て
「
認
定
」

さ
れ
て
お
り
、
関
迎
判
決
も
同
様
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
は
、
⑪
に
つ
き
買
受
け
た
物
を
そ
の
ま
ま
保
符
さ
せ
る

仕
入
寄
託
は
特
殊
な
取
引
形
態
で
は
な
い
こ
と
、
②
に
つ
き
本
判
決
か
ら

は
光
拒
に
対
し
て
反
対
俄
椛
を
有
す
る
場
合
な
ど
は
砿
渡
担
保
と
認
定
さ

れ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
対
等
企
業
間
の
取
引
で
は
単
純
な
売

買
で
あ
っ
て
も
「
掛
売
」
で
あ
る
か
ら
何
が
し
か
の
「
金
融
的
機
能
」
が

あ
る
こ
と
、
③
に
つ
き
本
件
の
「
買
展
」
は
Ｄ
へ
の
売
却
に
当
り
Ｘ
が
Ｙ

に
加
工
さ
せ
る
趣
旨
で
あ
り
、
鍍
渡
担
保
に
お
け
る
賀
展
と
は
全
く
愈
味

が
異
な
る
こ
と
ｆ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
占
有
移
転
を
伴
わ
な
い

不
動
産
の
買
鵬
特
約
付
光
貿
契
約
を
緬
渡
担
保
と
認
定
し
た
蹴
判
ｖ
一
八

年
二
月
七
日
（
民
集
六
○
巻
二
号
四
八
○
頁
）
に
比
し
て
、
と
り
わ
け

「
特
段
の
事
情
の
な
い
限
り
」
の
説
示
が
な
い
こ
と
か
ら
、
「
買
主
に
直
接

占
有
が
な
く
、
売
買
代
金
を
既
存
債
権
で
相
殺
し
た
場
合
」
の
「
動
産
充

戻
特
約
付
売
買
契
約
」
を
例
外
な
く
債
椛
担
保
目
的
で
あ
る
と
言
い
切
っ

＄

て
し
ま
う
の
は
、
問
題
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

②
の
譲
渡
担
保
の
重
複
設
定
に
つ
い
て
は
、
従
来
よ
り
、
担
保
的
榊
成

で
は
抵
当
権
に
類
し
て
可
能
で
あ
り
、
所
有
椎
的
構
成
で
は
即
時
収
得
の

問
題
と
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
。
本
判
決
が
譲
渡
担
保
の
重
複
設

定
を
認
め
た
こ
と
か
ら
、
「
担
保
的
術
成
」
を
嵐
訂
し
た
と
も
評
さ
れ
る

山
ロ

が
、
幸
方
で
「
判
例
の
趣
旨
は
一
義
的
に
明
瞭
と
は
一
一
一
口
え
な
い
」
と
す
る

ｎ

も
の
も
あ
る
。
そ
の
ｆ
で
、
本
判
決
が
先
行
す
る
縦
波
担
保
椛
肴
の
優
先

権
を
確
保
す
る
手
続
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
劣
後
す
る
譲
渡
担
保
権
者
の

実
行
を
認
め
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
は
、
「
ど
ん
な
愈
味
が
あ
る
の
か
」

と
い
う
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
先
行
す
る
譲
渡
担
保
権
者
の
権

利
を
確
保
す
る
〃
法
に
つ
き
、
劣
後
す
る
縦
波
担
保
椛
特
に
物
ｋ
代
位
縦

（
妓
判
平
一
一
年
五
月
一
七
日
、
民
集
五
三
巻
五
号
八
六
一
一
一
頁
）
を
行
使

き
せ
先
行
す
る
縦
波
担
保
椛
肴
が
氏
狽
執
行
法
一
九
三
条
一
項
に
よ
っ
て虹

差
押
え
れ
ば
配
当
手
続
に
入
り
優
先
配
当
を
受
け
得
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。

③
の
Ⅱ
的
物
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
本
判
決
が
繊
渡
担
保
の
設
定
荷
に

よ
る
「
通
常
処
分
一
を
認
め
た
こ
と
は
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
「
通
常
」

か
一
非
正
常
」
か
の
認
定
雅
堆
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
よ
う
な
疑
問
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
契
約
２
の
判
示
か
ら
は
、
「
通
常
の

徹
莱
の
範
朋
」
を
越
え
る
光
却
処
分
で
あ
っ
て
も
、
災
合
物
か
ら
離
脱
す

れ
ば
処
分
の
相
手
方
は
目
的
物
を
承
継
取
得
す
る
余
地
が
あ
る
と
読
み
収
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エ

れ
る
｝
」
と
が
桁
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
本
判
決
で
は
本
件
契
約
１
に
関

し
て
滅
波
担
保
の
「
即
時
収
得
」
が
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
笥
及
す
る

点
も
、
従
来
の
判
決
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
肛
要
な
点
で
あ
る
。

災
務
的
に
は
⑪
の
繍
渡
担
保
と
し
て
泌
定
さ
れ
る
要
素
、
有
効
と
な
る

処
分
の
雌
池
が
中
心
的
な
問
題
と
な
る
も
の
の
、
以
上
の
既
に
指
摘
さ
れ

て
い
る
川
魍
の
多
く
は
、
い
わ
ゆ
る
碗
渡
担
保
の
法
祁
榊
成
に
赫
及
さ
れ

り

て
い
る
。
も
っ
と
も
、
本
判
決
で
は
、
Ｘ
は
譲
渡
担
保
の
実
行
を
求
め
た

わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
傍
論
と
し
て
攻
襖
設
定
に
つ
き
述
べ
ら
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
注
愈
す
べ
き
は
、
ま
ず
要
旨
に
は
「
何
》
の
Ⅱ

的
物
」
と
あ
る
が
判
決
文
中
で
は
「
同
一
」
と
の
言
明
は
な
く
、
一
部
に

一
“
後
順
位
譲
渡
担
保
椛
者
」
と
あ
る
が
判
決
文
中
で
は
先
行
・
劣
後
と
表

現
さ
れ
て
い
る
点
、
。
ま
た
「
耽
合
」
で
は
な
く
「
並
複
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
本
判
決
で
は
、
②
の
重
複
設
定
に
関
す
る
判

断
に
お
い
て
集
合
物
に
関
す
る
言
及
が
な
く
、
③
の
目
的
物
の
処
分
に
つ

⑰

き
検
討
す
る
際
に
恢
渡
担
保
の
法
律
榊
成
が
で
て
こ
な
い
。
Ⅱ
Ⅱ
的
物
に
つ

き
、
具
体
的
に
は
、
本
件
物
件
ｌ
に
関
し
て
は
、
Ｘ
の
菰
複
す
る
識
渡
担

保
と
認
定
し
た
だ
け
で
あ
り
、
重
複
し
た
譲
渡
担
保
の
目
的
物
が
「
ブ
リ

ー
ョ
ガ
パ
二
一
一
》
尼
」
の
一
足
ご
と
の
個
別
助
藤
な
の
か
災
合
物
な
の
か
、

特
に
汀
及
さ
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
縦
波
担
保
Ⅱ
的

物
の
処
分
の
問
迦
と
さ
れ
た
本
件
物
件
２
に
関
し
て
は
、
「
本
件
物
件
２

が
本
件
各
縦
波
担
保
の
側
的
で
あ
る
染
合
物
か
ら
離
脱
し
た
」
と
し
て
、

「
染
合
物
か
ら
処
分
さ
れ
た
個
別
動
産
」
か
の
よ
う
な
思
考
が
み
て
と
れ

る
。
も
っ
と
も
、
「
誠
波
担
保
の
目
的
を
術
成
す
る
動
産
」
と
の
表
現
も

二
譲
渡
担
保
が
他
の
担
保
に
劣
後
し
た
判
決
例
と
本
判
決
の
比
較

本
判
決
は
設
定
料
と
の
間
で
争
わ
れ
た
事
例
で
あ
り
、
航
襖
す
る
縦
波

担
保
椛
者
側
の
問
題
に
つ
き
判
断
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
ｃ
そ
こ
で
本
稿

で
は
、
こ
れ
ま
で
先
行
の
担
保
に
対
し
て
譲
渡
担
保
が
劣
後
し
た
判
決
例

を
雛
げ
、
本
判
決
の
意
味
を
探
る
。

同

所
布
椛
冊
保
目
的
物
に
対
す
る
留
保
買
主
の
銀
波
担
保
の
設
定
に
つ
き
．

股
判
Ⅲ
五
八
年
三
月
一
八
日
（
判
例
時
報
一
○
九
五
号
一
○
四
頁
）
は
、

「
止
皆
人
（
留
保
充
主
・
飛
濁
補
足
）
は
Ⅸ
主
…
…
が
代
金
の
分
制
払
を

怠
っ
た
た
め
本
件
光
Ⅸ
契
約
の
側
的
で
あ
る
Ｈ
僻
椛
等
及
び
本
件
不
助
瀧

を
何
時
で
も
他
に
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
椛
利
を
有
し
て
い
た
の
に
対

し
、
被
上
告
人
（
纏
波
担
保
椛
櫛
・
飛
荷
補
足
）
は
ｋ
狩
人
が
右
の
処
分

を
す
る
前
に
残
代
金
を
提
供
し
な
け
れ
ば
上
告
人
に
対
し
本
件
励
麟
に
つ

い
て
の
譲
渡
担
保
樋
を
主
張
で
き
な
い
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

ｐ

使
用
さ
れ
て
お
り
、
や
は
り
目
的
物
は
定
か
で
は
な
い
。

担
保
の
雌
合
も
含
め
今
後
起
り
得
る
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
縦
波
机

保
の
法
徹
柵
成
と
典
合
物
に
側
す
る
搬
諭
は
ど
の
様
に
Ⅱ
わ
る
の
か
雛
概

し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
の
点
に
端
回
し
、
以
下
で

は
、
と
り
あ
え
ず
「
、
一
月
的
物
」
へ
の
縦
波
担
保
の
肛
裡
で
あ
る
な
ら

ば
、
こ
れ
ま
で
問
迦
と
な
っ
た
小
例
と
比
較
可
能
と
い
え
る
た
め
二
で
謝

及
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
目
的
物
が
何
か
が
明
ら
か
に
き
れ
て
い
な
い

以
上
、
本
判
決
に
お
け
る
「
亜
襖
し
て
議
定
」
の
愈
味
を
解
川
す
る
必
要

が
あ
り
三
で
考
察
す
る
・
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あ
る
…
…
も
と
も
と
上
告
人
に
対
し
て
主
張
で
き
な
い
譲
渡
担
保
権
に
つ

い
て
そ
の
役
灘
が
あ
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
。
こ

こ
で
は
、
ま
ず
留
保
目
的
物
に
対
す
る
譲
渡
担
保
の
設
定
自
体
は
肯
定
す

る
も
の
の
、
売
買
代
金
完
済
を
待
っ
て
初
め
て
そ
の
権
利
主
張
が
可
能
に

な
る
と
判
断
き
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
代
金
完
済
ま
で
は
劉
保
買
抜
に
「
処

分
椛
脈
」
が
な
い
こ
と
が
班
川
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

不
動
産
の
場
合
に
は
、
譲
渡
担
保
の
萠
複
設
定
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
り
得

な
い
も
の
の
、
譲
渡
担
保
を
抵
当
権
（
類
似
）
と
捉
え
る
場
合
、
既
に
抵

当
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
不
動
賑
へ
の
繊
渡
担
保
の
識
定
と
い
う
砺
態
が

考
え
ら
れ
る
。
以
卜
、
判
決
例
を
躯
げ
る
、

ま
ず
、
最
判
昭
五
一
年
九
月
一
二
日
（
判
例
時
報
八
三
二
号
四
七
頁
）

は
、
「
譲
渡
担
保
の
目
的
不
動
産
に
つ
き
先
順
位
の
根
抵
当
権
が
設
定
さ

れ
た
場
合
に
お
い
て
、
縦
波
担
保
権
昔
が
そ
の
担
保
椎
を
実
行
し
た
こ
と

に
鵬
づ
く
淵
卸
金
悩
務
の
狗
無
及
び
数
額
を
確
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

特
別
の
馴
怖
の
な
い
限
り
、
Ⅱ
的
不
動
産
の
適
砿
な
評
価
額
か
ら
右
根
抵

当
権
の
極
度
額
を
控
除
し
た
う
え
、
そ
の
残
余
価
額
と
当
該
譲
渡
担
保
の

被
担
保
伎
椛
額
と
を
比
較
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
」
と
し
て
、
先
順
位
の

抵
当
櫛
が
把
握
す
る
価
値
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
劣
後
す
る
縦
波
狐
保

の
効
力
が
及
ば
な
い
と
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
本
判
決
と
同
様
に
「
配
当
の

手
続
」
は
整
備
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
（
但
し
仮
登
記
担
保
法
二
条

二
項
参
照
）
。
し
か
し
、
特
に
帰
腕
摘
算
型
の
場
合
は
、
先
順
位
抵
当
権

の
負
担
を
縦
波
柧
保
樋
粁
が
望
む
は
ず
は
な
い
か
ら
、
劣
後
す
る
縦
波
扣

保
の
実
行
時
に
先
行
す
る
抵
当
権
者
の
満
足
が
「
事
実
上
」
確
保
さ
れ
る

鋼

こ
と
に
な
る
。
（
こ
の
判
決
文
巾
叩
で
は
「
先
順
位
」
根
抵
当
権
と
表
現
さ

れ
て
い
る
。
）

ま
た
、
処
分
消
算
型
に
つ
い
て
は
、
東
高
利
昭
六
一
年
一
一
月
二
六
日

（
金
融
・
商
事
判
例
七
六
五
号
一
一
頁
）
が
「
い
わ
ゆ
る
処
分
清
算
型
の

譲
渡
担
保
契
約
の
権
利
者
が
、
目
的
物
件
の
負
担
す
る
抵
当
権
を
存
続
さ

せ
た
ま
ま
鋤
該
物
件
を
処
分
す
る
こ
と
は
邪
炎
上
困
難
で
あ
り
（
も
し
、

存
続
き
せ
た
ま
ま
処
分
す
る
と
す
れ
ば
、
代
金
額
は
通
常
の
価
額
か
ら
抵

当
債
務
相
当
額
を
差
し
引
い
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
）
、
し
た
が
っ
て
、

抵
当
縦
付
不
動
産
に
係
る
識
渡
担
保
契
約
の
当
邪
濁
の
通
常
の
意
思
は
、

縦
波
担
保
権
利
瀞
が
刈
該
不
動
雌
を
折
節
の
た
め
処
分
す
る
に
あ
た
っ
て

は
、
何
人
に
お
い
て
抵
当
悩
務
を
弁
済
し
、
そ
の
額
を
充
却
代
金
か
ら
差

し
引
い
て
清
算
す
る
こ
と
を
当
然
の
前
提
と
し
て
い
る
も
の
と
み
る
の
が

柑
当
で
あ
る
。
」
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
先
行
す
る
抵
当
樅
稗

の
満
足
は
確
保
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
止
の
判
決
は
、
劣
後
す
る
譲
渡
担
保
の
実
行
に
つ
き
－
１
手
続
が
な
い
」

と
い
う
点
で
本
判
決
と
比
較
可
能
で
あ
る
。
特
に
、
留
保
目
的
物
に
対
す

る
譲
渡
担
保
設
定
に
関
す
る
岐
判
昭
五
八
年
一
両
〃
一
八
日
が
、
議
波
担
保

椛
苛
が
残
代
金
を
提
供
す
る
こ
と
で
縦
波
担
保
を
「
主
張
」
で
き
る
と
も

読
め
る
点
は
、
本
判
決
と
異
な
る
。
な
お
、
劣
後
す
る
譲
渡
担
保
権
者
が

先
行
す
る
抵
当
権
者
に
第
三
者
弁
済
し
た
場
合
の
求
償
に
つ
き
、
來
刑
判

昭
五
二
年
派
月
一
八
日
（
判
時
八
六
○
号
二
六
頁
）
は
先
の
控
除
を
理

山
に
弁
済
時
期
が
担
保
実
行
の
前
後
に
か
か
わ
ら
ず
悩
務
者
に
対
し
償
還

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
、
最
判
昭
六
一
年
七
月
一
五
日
（
民
集
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我
現
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
本
件
物
件
２
の
対
象
で
あ
る
「
ハ
マ
チ
」

も
叩
漁
場
に
格
納
さ
れ
て
お
り
、
甲
漁
場
に
そ
も
そ
も
何
唯
の
生
欝
が
あ
っ

た
の
か
は
判
決
文
中
に
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。

本
件
の
例
的
で
あ
る
原
魚
は
、
稚
魚
か
ら
一
．
～
ミ
キ
ロ
グ
ラ
ム
礎
度
に

な
る
の
に
三
年
ほ
ど
必
要
で
あ
り
、
頻
繁
に
入
れ
棒
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
凧
な
る
災
介
助
産
に
近
い
流
動
勤
巌
で
あ
る
。
ま
た
、
徒

航
に
お
い
て
は
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
Ⅱ
宏
に
大
き
い
も
の
が
ブ
リ
、
小
さ
い

も
の
が
ハ
マ
チ
で
あ
る
か
ら
、
Ｘ
の
特
定
は
、
何
一
種
類
を
対
象
と
し
つ

つ
個
体
の
大
き
さ
を
基
準
と
す
る
方
法
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
（
本
判
決

で
は
ブ
リ
の
方
が
安
価
な
点
が
気
に
な
る
ｃ
）
。
も
っ
と
も
、
養
殖
で
は
生

鶴
ご
と
に
同
じ
大
き
さ
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
具
体
的
に

は
生
賛
ご
と
に
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
ブ
リ
・
ハ
マ
チ
が
意
味
す
る

の
は
特
定
の
生
費
で
あ
る
（
故
に
Ｘ
の
本
件
契
約
に
お
い
て
も
「
特
定
の

生
賛
一
が
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
Ｘ
の
本
件
契
約
の
尾
数
も
特
定
の
生
寳

に
格
納
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
尼
数
を
足
し
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
数
ま

で
と
い
う
愈
味
で
は
な
い
。
）
。
し
た
が
っ
て
、
発
想
と
し
て
は
原
魚
を
バ
ッ

ク
し
た
生
衝
Ⅱ
個
別
動
脈
が
妥
当
し
、
Ｘ
は
、
一
里
例
の
調
渡
担
保
を
灯

し
て
い
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
こ
の
瑚
合
は
、
架
介
物
と
そ
れ
を
榊

成
す
る
個
別
動
産
へ
の
繊
渡
担
保
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
Ｘ
の
縦
波
担
保
の
Ⅱ
的
物
が
「
架
台
物
」
で
あ
っ
た
場
合
は
、

Ｘ
は
八
・
Ｂ
・
Ｃ
の
「
大
き
な
災
合
物
の
巾
か
ら
小
さ
な
災
合
物
」
を
肌

保
に
と
っ
た
の
で
あ
り
、
「
災
介
物
」
対
「
災
合
物
一
と
な
る
（
１
脚
塒

の
み
で
あ
る
Ｂ
も
同
搬
）
ｏ
こ
の
場
合
、
小
さ
な
染
合
物
は
大
き
な
姫
〈
Ⅱ

物
を
榊
成
す
る
個
別
動
産
に
該
当
す
る
と
し
て
「
染
谷
物
と
そ
れ
を
榊
成

す
る
個
別
動
産
へ
の
鋺
渡
担
保
」
と
同
様
に
琴
え
る
の
か
、
あ
る
い
は
樵

成
動
産
が
砿
複
し
て
い
る
場
合
を
面
接
に
「
何
じ
染
合
物
」
と
思
考
す
る

の
か
。
例
え
ば
、
「
一
稀
、
至
．
番
倉
庫
」
と
一
一
一
番
、
三
瀞
倉
庫
」
の
様

に
榊
成
助
雌
の
一
部
の
み
が
砿
な
っ
て
い
る
場
合
ま
で
視
野
に
入
れ
て
考

え
る
と
、
「
Ｎ
じ
災
介
物
一
と
解
す
る
の
は
災
介
物
概
念
と
机
容
れ
る
の

だ
ろ
う
か
。
担
保
と
し
て
の
効
〃
の
「
災
中
」
が
よ
り
川
砿
な
の
は
、

「
将
定
の
生
賛
」
と
し
て
い
る
Ｘ
で
あ
る
。
大
ま
か
な
折
定
よ
り
は
、
製

品
名
・
商
品
名
あ
る
い
は
場
所
を
限
定
す
る
方
が
、
よ
り
担
保
と
し
て
の

支
配
力
が
高
ま
る
。
も
っ
と
も
、
始
め
に
大
ま
か
な
指
定
を
す
れ
ば
総
て

を
把
握
で
き
る
の
も
、
逆
に
後
か
ら
よ
り
細
か
い
桁
定
を
す
れ
ば
優
先
し

得
る
と
い
う
の
も
、
何
れ
も
問
題
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
典
に
問
題
な
の

は
、
こ
の
様
な
発
想
・
疑
問
自
体
が
、
「
有
体
物
」
に
囚
わ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
念
頭
に
お
か
れ
て
検
討
さ
れ
て
き
た
の
は
、
染
合
動
産
を
撒

成
す
る
個
別
励
賑
へ
の
第
…
杯
の
側
リ
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
架
台
物
」

対
「
染
介
物
」
と
み
た
場
合
、
従
来
の
縦
倦
が
ど
の
槐
庇
耐
え
ら
れ
る
の

か
を
確
概
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
一
に
、
分
析
満
に
よ
る
と
、
例
別
の
原
魚
（
あ
る
い
は
生
賛
）
ご
と

に
浪
渡
担
保
が
繼
定
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
災
介
物
捻

を
採
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
お
り
、
本
件
契
約
２
で
は
そ
の
梯
に
思
考
さ
れ

て
い
る
、

鏑
禺
に
、
染
合
物
議
を
採
っ
た
比
で
、
個
別
の
原
魚
も
縦
波
狐
保
の
Ⅱ
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的
物
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
二
承
帰
属
を
承
認
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で

は
「
集
合
物
」
は
設
定
時
の
目
的
物
の
範
囲
の
特
定
の
仕
方
と
変
ら
ず
に

峻
昧
で
あ
り
、
分
析
論
と
大
差
は
な
い
。
ま
た
、
実
行
さ
れ
る
ま
で
は
、

「
譲
渡
担
保
の
目
的
物
は
集
合
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
個
々
の
動
産
は
瀧

醗

渡
担
保
の
直
接
の
目
的
物
で
は
な
い
」
と
す
る
見
解
か
ら
は
、
染
合
物
の

「
同
一
性
」
の
基
準
を
ど
う
考
え
る
か
に
よ
り
、
結
論
が
異
な
る
。

第
三
に
、
譲
渡
担
保
の
Ⅱ
的
物
は
価
仙
で
あ
る
と
す
る
価
値
枠
説
の
発

想
が
考
え
ら
れ
る
。
伊
藤
進
教
授
に
よ
る
二
特
定
動
産
」
に
代
え
て

『
染
合
物
」
に
慨
き
換
え
、
…
…
流
動
染
合
性
に
対
応
し
た
理
論
構
成
を

導
入
し
な
が
ら
も
、
そ
の
流
動
災
合
財
産
を
特
定
し
た
一
個
の
担
保
目
的

財
産
と
し
て
位
慨
づ
け
て
、
基
本
的
に
は
個
別
特
定
財
産
担
保
榊
成
に
接

合
さ
せ
る
手
法
に
よ
っ
て
対
応
し
て
き
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
ｃ
」
と
い
う

衝

指
摘
は
極
め
て
璽
要
で
あ
る
。
価
航
そ
の
も
の
が
目
的
物
で
あ
る
と
捉
え

る
こ
と
に
よ
り
、
実
行
前
は
「
価
値
」
に
つ
い
て
担
保
が
殖
復
し
て
い
る

と
整
理
で
き
る
。
こ
の
様
に
捉
え
る
と
、
設
定
者
の
補
充
義
務
や
担
保
解

放
請
求
も
肯
定
さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
優
先
す
る
繊
渡
担
保
権
者
の
拙
保

が
過
剰
な
場
合
、
あ
る
い
は
投
定
肴
が
価
値
を
補
充
可
能
で
あ
る
糊
合
は
、

優
先
す
る
縦
波
柧
保
権
新
の
把
握
す
る
価
仙
は
役
答
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

労
後
す
る
譲
渡
担
保
権
者
の
実
行
を
認
め
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
様
な

視
角
か
ら
は
、
仮
に
労
後
す
る
譲
渡
担
保
椛
者
の
実
行
を
認
め
た
場
合
の

Ⅱ
的
物
の
闘
定
化
は
、
優
先
す
る
譲
渡
担
保
椛
者
に
ど
の
様
な
影
響
を
及

仁

す
の
か
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
個
別
動
産
の
場
合
と
同
様
に
、
私
的
実
行

故
に
こ
れ
ら
の
判
断
基
準
と
自
発
的
処
理
が
ど
う
す
れ
ば
有
効
に
機
能
す

ろ
か
は
、
今
後
検
討
の
必
要
が
あ
る
。

以
上
か
ら
、
本
判
決
の
理
解
は
、
①
傍
論
郁
分
で
あ
り
労
後
す
る
譲
渡

担
保
権
者
の
奨
行
権
限
を
否
定
す
る
た
め
だ
け
に
蝋
に
状
態
を
表
現
し
た

か
っ
た
だ
け
、
②
目
的
物
は
個
別
動
産
、
｜
③
価
仙
枠
的
発
想
、
が
あ
り
得

よ
う
。
も
っ
と
も
、
何
れ
の
構
成
も
把
握
し
て
い
る
総
鰍
を
物
で
表
す
か

価
仇
で
表
す
か
で
あ
る
か
ら
、
本
判
決
で
は
、
終
極
的
に
は
把
握
し
て
い

る
脈
資
（
価
依
）
が
並
複
し
て
い
る
の
で
、
何
れ
に
せ
よ
劣
後
す
る
譲
渡

担
保
椛
者
に
実
行
の
可
能
性
が
な
い
こ
と
を
示
せ
ば
十
分
で
あ
っ
た
、
と

①
の
様
に
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
す
る
と
、
本
判
決
が
「
劣
後
す
る
瀧
渡
担
保
権
者
に
よ
る
私
的
英

行
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
し
た
懲
味
は
、
優
先
す
る
（
隠
れ
た
）

。

譲
渡
担
保
の
存
在
を
も
巷
噸
す
る
な
ら
ば
ざ
設
定
者
が
優
先
す
る
繊
渡
机

保
の
存
在
を
理
由
に
し
て
劣
後
す
る
擬
渡
担
保
椛
肴
の
爽
行
（
Ⅱ
的
物
の

引
渡
）
に
応
じ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
各
譲
渡
担
保
椛
椅

川
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
未
だ
、
紙
の
ま
ま
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、

劣
後
す
る
縦
波
柧
保
権
者
の
突
行
椛
限
を
杏
定
す
る
よ
り
も
、
優
先
す
る

縦
波
担
保
の
存
在
か
ら
担
保
提
供
義
務
を
内
容
と
す
る
設
定
者
の
抗
弁
と

榊
成
す
る
ほ
う
が
整
合
的
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

四
売
却
代
金
債
権
を
真
の
目
的
物
と
す
る
動
産
譲
渡
担
保

本
判
決
中
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
判
決
の
事
例
で
は
、

一
定
の
大
き
さ
に
な
っ
た
養
殖
魚
は
沖
合
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
潮
の
速
い

場
所
に
あ
る
甲
漁
場
で
生
育
さ
れ
、
出
荷
分
ご
と
に
波
の
穏
や
か
な
湾
内
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に
あ
る
乙
漁
勘
に
移
さ
れ
る
と
い
う
柵
成
動
産
の
述
続
性
が
存
在
し
て
お

り
、
叩
漁
期
と
乙
漁
期
は
い
わ
ば
同
一
工
場
内
の
人
川
と
川
川
に
相
当
す

る
⑪
ま
た
、
水
掛
後
は
直
ち
に
地
元
の
工
場
で
加
工
・
出
荷
さ
れ
、
例
え

ば
来
玖
で
あ
っ
て
も
、
早
朝
に
水
鍋
さ
れ
た
魚
は
瓢
Ⅱ
の
午
前
一
○
時
に

つ一

は
祉
販
隅
の
府
狐
に
並
ん
で
い
る
。
徒
刑
業
稀
は
狄
販
府
と
緊
辮
な
側
係

に
あ
り
、
先
手
・
側
乎
が
間
定
き
れ
た
ｆ
で
、
水
陽
・
加
肛
・
流
逝
・
販

売
と
い
う
一
巡
の
流
れ
が
シ
ス
テ
ム
と
し
て
榊
築
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
中
漁
場
・
乙
漁
場
ほ
か
の
漁
場
に
Ｙ
の
有
す
る
養
砿
魚
全
部
」
が

葱
味
す
る
の
は
、
シ
ス
テ
ム
が
生
み
出
す
「
価
値
」
そ
の
も
の
を
把
搬
す

る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
企
業
担
保
的
に
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
本
件
物
件

ｌ
の
み
が
譲
渡
担
保
と
さ
れ
た
Ｘ
に
つ
い
て
も
、
本
件
契
約
１
の
契
約
背

で
は
当
初
よ
り
量
販
店
Ｄ
に
出
荷
予
定
の
原
魚
が
対
象
で
あ
る
と
明
記
さ

れ
て
い
る
点
は
、
同
様
に
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
点

は
全
く
俎
上
に
紋
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
近
時
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
に
注
目
し
た
手
法
を
視
野
に
入
れ

て
、
宮
川
不
呵
化
教
授
は
、
流
励
動
産
を
懲
業
活
動
に
よ
る
濁
金
術
環
を

本
来
想
定
し
て
い
る
一
‐
棚
卸
溢
産
」
と
想
定
し
て
い
な
い
溢
産
に
分
け
、

伽
打
を
憐
堆
術
環
助
産
、
後
豚
を
懲
業
術
現
外
動
産
と
分
燕
す
る
こ
と
を

色

挫
川
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
流
鋤
助
雁
、
変
質
す
る
釛
潅
を
Ⅱ
的
と
す
る

場
合
と
い
う
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
と
売
却
椛
限
か

ら
み
た
分
類
で
あ
る
。
常
梁
倣
環
動
産
を
担
保
の
対
象
と
す
る
場
合
、

「
物
」
に
興
味
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
初
よ
り
物
が
変
質
し
た
「
価

値
一
を
把
握
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
必
ず
し
も
変
質
を

γ
定
す
る
原
材
料
に
限
ら
れ
な
い
。
こ
の
Ⅱ
的
を
達
す
る
た
め
に
は
、
物

を
把
撮
し
た
時
点
で
そ
の
充
却
代
金
悩
権
を
補
足
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
。
既
に
乢
体
的
手
法
と
し
て
、
動
産
縦
波
般
肥
制
度
ｒ
で
は
延
腿
災
介

◆
一

価
椛
餓
渡
仙
係
と
し
て
の
利
川
が
捉
咄
さ
れ
て
い
る
。

と
り
わ
け
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
Ⅱ
Ｗ
と
す
る
場
合
の
磯
波
担
保
の
突

行
に
お
い
て
は
、
恥
な
る
「
物
の
引
渡
（
州
属
附
鰍
・
処
分
柵
坤
巨
は

上
手
く
効
染
を
発
抑
し
な
い
。
予
定
さ
れ
て
い
た
川
Ⅸ
．
流
通
の
シ
ス
テ

ム
に
縦
波
担
保
椛
肴
が
荊
込
ん
だ
上
で
、
本
来
の
把
握
物
で
あ
る
光
却
代

金
を
得
る
や
り
方
が
蛾
も
実
行
コ
ス
ト
が
安
く
、
特
に
側
船
に
ブ
ラ
ン
ド

カ
が
あ
る
場
合
に
効
果
を
苑
郷
す
る
。
こ
の
様
な
見
方
か
ら
は
、
「
物
」

を
把
握
す
る
の
は
シ
ス
テ
ム
に
割
込
む
た
め
の
手
段
で
も
あ
る
。
本
判
決

で
も
、
縦
波
担
保
椛
者
や
魚
を
買
取
っ
た
第
三
者
が
魚
を
移
送
・
加
工
・

川
荷
し
て
も
構
わ
な
い
が
、
魚
の
病
欠
・
死
亡
の
率
、
鮮
度
を
考
え
る
と
、

そ
の
ま
ま
「
予
定
さ
れ
て
い
た
シ
ス
テ
ム
」
に
救
せ
る
力
が
好
適
で
あ
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
本
判
決
の
「
貝
灰
」
は
、
初
め

か
ら
Ⅱ
当
で
あ
っ
た
光
却
代
金
を
把
搬
す
る
た
め
に
諏
渡
担
保
椛
荷
が
シ

ス
テ
ム
に
割
込
む
手
続
と
し
て
の
加
Ⅸ
委
託
で
あ
り
、
従
来
の
処
分
沿
算

ｂ
｛

潮
に
お
け
る
第
蓮
滑
へ
の
処
分
に
弦
野
し
よ
う
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
の
把
掘
を
側
的
と
す
る
場
合
、
打
藤
の
誠
券
化
に

お
い
て
典
旺
光
買
と
榊
成
す
る
の
が
望
ま
し
い
の
と
何
撤
に
、
縦
波
机
保

椛
肴
へ
所
有
樅
が
移
転
す
る
と
榊
成
す
る
の
が
適
当
と
も
考
え
ら
れ
る
。

も
っ
と
も
、
担
保
の
実
行
前
は
個
別
動
産
へ
の
追
及
効
は
杏
定
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
か
つ
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
を
具
体
的
仁
把
蝿
す
る
必
要
も

(熊本法学111リ07）１２６
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な
い
た
め
、
私
見
と
し
て
は
、
浮
動
担
保
的
な
発
想
を
収
入
れ
る
必
要
が

》乱

あ
る
と
考
え
る
。
譲
渡
担
保
の
Ⅱ
的
物
に
よ
っ
て
、
当
酬
者
の
採
用
し
た

法
形
式
や
合
意
内
容
を
基
準
と
し
て
、
法
律
榊
成
が
異
な
る
の
を
肯
定
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。

の
渡
部
晃
「
批
判
（
上
ご
金
融
法
務
靴
情
一
七
九
四
号
（
二
ｏ

○
七
年
）
三
一
頁
に
よ
る
。

②
関
辿
判
決
の
原
審
に
つ
き
、
角
紀
代
恋
「
批
判
」
金
融
法
務
珈

怖
一
七
四
八
号
（
二
○
○
五
年
）
五
三
頁
、
宮
川
不
可
止
「
染
合

動
産
談
渡
担
保
の
Ｈ
的
物
の
買
主
と
譲
渡
担
保
椛
者
間
に
お
け
る

帰
趨
Ｉ
そ
の
公
示
と
公
信
Ｉ
」
金
融
法
務
半
梢
一
七
五
一
号
（
二

○
○
五
年
）
一
一
二
頁
、
東
山
銀
三
郎
「
最
新
金
融
判
例
に
学
ぶ
．

営
業
店
Ｏ
Ｊ
Ｔ
」
金
融
法
務
事
梢
一
七
五
五
号
（
二
○
○
五
年
）

七
一
頁
、
小
山
泰
史
「
批
判
」
銀
行
法
務
、
六
六
○
号
（
二
○
○

六
年
）
六
九
頁
。

③
渡
部
教
授
は
、
本
判
決
と
関
連
判
決
に
お
い
て
当
事
者
が
採
用

し
た
「
売
戻
特
約
付
売
買
契
約
」
を
否
定
し
て
譲
渡
担
保
契
約
と

し
て
認
定
し
た
の
は
、
所
有
権
に
基
づ
く
引
渡
請
求
を
否
定
す
る

結
論
の
た
め
だ
け
で
あ
る
と
す
る
（
前
掲
「
批
判
（
上
亘
四
○

頁
）
ｃ
ま
た
、
消
費
者
保
護
と
は
異
な
り
、
こ
の
様
な
「
認
定
換

え
一
は
対
等
な
企
業
間
取
引
に
お
い
て
「
法
的
判
定
性
」
、
「
予
測

可
能
性
」
の
観
点
か
ら
も
慎
重
で
あ
る
べ
き
と
す
る
〈
前
掲
「
批

判
（
上
こ
四
一
頁
）
。

⑨
池
辺
吉
仰
「
新
判
例
紹
介
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
○
号
（
二
○
○
六
年
）

六
頁
、
川
禰
寛
貴
「
染
合
物
担
保
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
二
六
号

三
○
○
七
年
）
八
一
頁
。

⑤
花
井
正
志
「
放
要
判
例
速
報
」
銀
行
法
務
皿
六
六
四
号
（
二
○

○
六
年
）
二
七
頁
。
さ
ら
に
、
承
継
取
得
が
否
定
さ
れ
る
可
能
性

が
懸
念
さ
れ
る
場
合
は
、
保
符
場
所
を
変
更
す
る
な
ど
し
て
「
集

合
物
か
ら
離
脱
し
た
」
状
態
を
作
川
す
る
必
要
性
も
、
実
務
的
な

見
地
か
ら
検
討
す
べ
き
で
あ
ろ
う
と
す
る
。

⑥
渡
部
・
前
掲
「
批
判
（
上
巨
四
○
頁
。

、
川
測
・
前
掲
八
一
頁
。
も
っ
と
も
、
Ⅲ
八
二
画
で
は
、
信
川
不

安
時
の
Ｘ
の
売
却
椎
の
取
決
め
か
ら
、
譲
渡
担
保
の
要
素
が
含
ま

れ
て
い
た
と
も
み
う
る
と
す
る
。

⑧
渡
部
・
前
掲
「
批
判
（
止
巨
三
九
頁
。
な
お
、
不
動
産
を
Ⅱ

的
と
す
る
場
合
に
ど
の
様
な
要
素
が
在
れ
ば
譲
渡
担
保
と
し
て
認

定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
き
烏
谷
部
茂
「
不
動
産
誠
渡
担
保
の
認
定

と
効
力
」
Ｎ
Ｂ
Ｌ
八
四
九
号
（
二
○
○
七
年
）
二
三
頁
。

７

⑨
渡
部
晃
「
批
判
（
下
）
」
金
融
法
務
事
情
一
七
九
五
号
（
一
一
○
ｎ
号

○
七
年
）
五
六
頁
。

１ １

⑩
丸
山
絵
美
子
「
簸
新
判
例
波
習
室
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
一
一
一
一
一
号
学法

（
二
○
○
六
年
）
一
一
九
頁
。

本億

⑪
道
垣
内
弘
人
「
集
合
動
産
譲
渡
担
保
論
の
新
段
階
」
金
融
・
商
仙

事
判
例
一
二
四
八
号
（
二
○
○
六
年
）
一
頁
。
渡
部
・
前
掲
「
批
啄
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判
（
下
）
」
五
六
頁
。
旧
簡
・
前
掲
八
二
頁
。

⑫
波
部
・
前
掲
「
批
判
（
下
こ
五
六
頁
。
な
お
民
邪
執
行
法
一

五
四
条
の
適
川
な
い
し
繊
維
適
川
も
認
め
て
良
い
と
す
る
。

⑬
池
辺
・
前
掲
六
頁
ｃ
小
川
泰
山
「
判
例
セ
レ
ク
ト
二
○
○
六

（
民
法
六
）
」
法
学
紋
寵
三
一
八
号
別
冊
（
一
匹
○
○
七
年
）
二
二
頁

は
，
皿
布
性
で
あ
る
「
辺
及
効
」
の
対
比
が
菰
要
と
指
摘
す
る
。

ま
た
、
川
冊
・
前
掲
八
四
頁
も
、
縦
愛
人
の
完
全
な
所
有
桁
取
符

を
疑
側
と
し
追
及
力
に
簡
及
す
る
。

⑪
側
辿
判
決
に
つ
き
、
東
山
。
前
掲
七
○
頁
は
、
地
裁
判
決
は
所

有
椛
的
に
櫛
成
し
、
問
裁
判
決
は
担
保
的
に
櫛
成
し
、
と
評
価
す

る
。

⑤
丸
山
・
前
掲
一
一
九
頁
は
、
こ
の
点
に
つ
き
、
「
所
有
権
が
繊

渡
担
保
権
者
に
移
転
す
る
こ
と
を
一
応
認
め
る
考
え
方
と
親
和
的

で
あ
る
（
が
こ
と
す
る
。

⑱
道
皿
内
・
耐
掲
一
頁
。

⑰
雌
決
昭
派
汎
年
七
Ⅱ
二
Ｋ
Ⅱ
〈
判
例
時
糀
九
七
二
号
澱
一
九
頁
、

判
例
タ
イ
ム
ズ
凹
型
牙
七
三
瓦
）
は
、
そ
も
そ
も
捌
保
岡
兆
に

横
航
非
が
成
江
す
る
と
す
る
。
ま
た
、
所
有
椛
柵
係
光
岡
の
自
励

巾
を
囲
兆
が
縦
波
狐
保
に
供
し
た
場
合
、
淑
渡
担
保
椛
粁
に
よ
る

布
自
助
巾
の
売
却
処
分
は
不
法
行
為
に
当
た
る
と
ぎ
れ
る
（
大
阪

臓
判
平
八
年
一
○
月
八
Ⅲ
、
判
例
時
報
一
五
九
八
号
一
○
一
頁
）
。

⑱
束
地
利
平
元
年
一
月
二
七
日
（
判
例
タ
イ
ム
ズ
七
○
八
号
一
九

六
頁
）
も
、
「
特
別
の
躯
怖
が
な
い
限
り
、
右
抵
当
椛
付
の
俄
椛

８

額
を
控
除
す
べ
き
で
あ
り
」
と
す
る
。

２１

⑲
道
垣
内
弘
人
「
担
保
物
椛
法
第
二
版
」
打
斐
側
（
》
一
○
○
五
年
）
刀
０

一
二
二
七
頁
ｃ

ｍ
ｂ

⑪
研
究
〈
蕊
に
お
け
る
伊
膜
進
教
授
に
よ
る
指
摘
で
あ
り
（
「
非
山
川
淡

型
担
保
総
論
」
「
科
学
研
先
鋭
研
究
成
来
級
傘
岬
諜
非
典
型
孤
保
蝉

の
爽
態
・
解
釈
・
立
法
」
四
頁
）
、
同
榔
の
指
摘
は
、
伊
藤
進
鉢
１
．

「
染
合
動
産
鍍
渡
担
保
の
法
律
側
係
１
個
別
動
座
に
対
す
る
効
力

の
問
題
ｌ
」
明
治
大
学
法
学
部
創
立
一
○
○
周
年
記
念
論
文
染

（
一
九
八
○
年
）
二
七
頁
に
お
い
て
、
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
。

⑪
個
別
動
産
上
の
担
保
と
の
競
合
に
つ
き
、
伊
藤
進
「
蝶
合
助
瀧

縦
波
担
保
と
個
別
勤
産
上
の
担
保
権
と
の
関
係
ｌ
特
に
、
助
雌
売

買
先
取
特
椛
と
の
関
係
を
中
心
と
し
て
－
」
法
律
論
溌
六
一
巻
一

号
（
一
九
八
八
年
）
五
七
頁
。

⑫
脚
哩
判
決
と
併
せ
る
と
纏
渡
担
保
椛
者
は
、
聯
撫
糊
に
つ
き
八
・

Ｂ
・
Ｃ
．
Ｘ
・
Ｚ
、
乙
漁
場
に
つ
き
八
・
Ｃ
・
Ｘ
・
Ｚ
と
も
う
一

社
あ
り
、
そ
の
一
社
が
判
明
し
て
い
る
中
で
は
蛾
も
鼎
川
に
設
定

契
約
を
締
紬
し
て
い
る
。

⑪
以
上
の
邪
突
は
、
平
成
一
六
年
三
月
に
Ｙ
よ
り
徽
梁
縦
波
を
受

け
た
ニ
ッ
ス
イ
、
及
び
Ｙ
と
取
引
が
あ
っ
た
肚
販
店
（
マ
ル
エ
ッ
）

の
Ｈ
Ｐ
に
よ
る
。

⑭
宮
川
・
前
掲
三
五
頁
ｃ

⑮
吉
川
光
凧
「
延
災
型
災
合
悩
椛
縦
波
担
保
の
可
能
性
に
つ
い
て
」



動漉鰄lUⅡ鼎のjli裡縦だ、劣後譲渡担保権者による鍵行及び識)齢による|Ⅱi，物の処分

㈱
本
判
決
に
お
い
て
も
叩
漁
期
の
妬
を
付
し
た
ブ
リ
が
ブ
ラ
ン
ド

化
き
れ
て
い
る
。
処
分
の
相
手
方
が
設
定
者
で
あ
っ
た
場
合
に
、

こ
れ
が
搬
波
担
保
に
い
う
設
定
者
の
受
戻
と
ど
の
様
な
凹
係
に
あ

る
の
か
は
、
本
稿
で
は
刑
係
す
る
。

⑰
流
助
動
腿
を
目
的
と
す
る
場
合
、
そ
も
そ
も
従
来
の
法
律
櫛
成

が
妥
当
し
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
も
あ
る
。
仔
細
に
つ
き
伊
藤
進

「
無
合
動
脈
縦
波
担
保
理
論
の
秤
検
討
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ヨ
九
七

九
年
）
九
七
瓦
。

年
）
流
山
頁
。

判
例
タ
イ
ム
ズ
》
一
九
七
号
（
二
○
○
六
年
）
八
三
頁
、
何
「
延

長
型
集
合
枇
椛
譲
渡
担
保
の
展
開
」
同
一
二
二
二
号
（
二
○
○
六
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